
(届出人の連絡先及び電話番号   ） 

田中 正雄ジャン

タナカ マサオジャン

✓

✓

✓

✓
長

4 1 21 10 25

フランス国イヴリンヌ県メゾンラフィット市ヴィクトルユゴー通り 8

フランス国イヴリンヌ県ヴェルサイユ市レモン通り 6 番地

フランス国イヴリンヌ県ヴェルサイユ市レモン通り 6 番地

デュポン , マルセルミッシェル 子

デュポン , マルセルミッシェル 田中 和子

田中 和子

田中 和子

1990 3 25 31 平成 3 6 30

東京都千代田区丸の内 1 丁目 1

東京都千代田区丸の内 1 丁目 1 田中 一郎

平成 3 196

田中 一郎 フランス 日本

令和元 5

Tel. 06 34 56 12 34

「生まれたところ」は、acte de naissance に記載されている出生地（通常病院の住所）を日本語で記入。 
「生まれたところ」及び「住所」は、パリ市以外は "フランス国 "の後に県名を入れてください。
ダッシュや中黒等の記号は戸籍に記載されませんので、一切お書きにならないでください。
×ヴァル‐ド‐マルヌ県、ヴァル＝ド＝マルヌ県、ヴァル・ド・マルヌ県　　〇ヴァルドマルヌ県

B-1 日本人母の子を

外国人男性が胎児認知

本籍地はダッシュ（－）などを使わず戸籍のとおりに
 ×丸の内 1-1
 ○ 丸の内 1丁目 1番地

自筆で戸籍のとおりに署名

- この出生届により母と子について新戸籍を下記に編製する。

　　　　　東京都千代田区丸の内 1 丁目 1 番地

- 出生子について フランス人父から令和 4 年 1 月 5 日 フランス方式による

　胎児認知がなされているので、 出生子はフランス国籍をも取得する。

母親が既に戸籍の筆頭者に
なっている場合、新戸籍についての
一文は不要

✓

日中に連絡のつく
電話番号を記入

自筆で戸籍のとおりに署名

※ご注意
出生届の名がフランスの出生証明書と異なる場合には、出生届の｢その他｣欄に次のように
お書きください。
(例)出生証明書には「マノン　恵」と記載されているが、戸籍には｢マノン｣と届出る。 

( フリガナ )


